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都市計画部地域整備課 

 

不燃化推進特定整備地区事業（不燃化特区事業）の継続について 

 

 

１ 背景及び目的 

  令和２年３月に、東京都「防災都市づくり推進計画」の基本方針が改定され、不燃

化を推進する「不燃化特区制度」について、取組が５年間延長されることとなった。 

大塚五・六丁目地区において、平成２７年１月より取り組んでいる不燃化特区事業

について、令和３年度以降も引き続き５年間事業を継続し、当該地区の更なる不燃化

を促進し、防災性の高いまちの形成を図る。 

 

 

２ 事業概要 

（１）不燃化建替えの促進助成（戸建て住宅、共同住宅・長屋） 

（２）老朽建築物の除却助成 

（３）住替え助成 

（４）不燃化相談ステーションの活用 

（５）普及啓発（戸別訪問、専門家派遣、相談会・セミナーの開催等） 

 

 

３ 今後の予定 

  令和３年  ３月 不燃化特区整備プログラム認定 

           区報及びＨＰ掲載 

        ４月 不燃化特区指定通知、事業開始 

 

 

 

 

 

 


